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【手続補正書】
【提出日】令和2年5月28日(2020.5.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　可動体を動作させる可動体演出を実行可能な可動体演出実行手段と、
　第１特定識別情報の可変表示と第２特定識別情報の可変表示とを並行して実行可能な特
定識別情報可変表示手段と、
　遊技状態に応じて、第１特定識別情報の可変表示及び第２特定識別情報の可変表示のい
ずれか一方に対応して装飾識別情報の可変表示を実行可能な装飾識別情報可変表示手段と
、
　第１特定識別情報の可変表示及び第２特定識別情報の可変表示のうち、装飾識別情報の
可変表示に対応した特定識別情報の可変表示に基づいて前記有利状態に制御されるときに
、装飾識別情報の可変表示結果を報知する報知演出を実行可能な報知演出実行手段と、を
備え、
　第１特定識別情報の可変表示及び第２特定識別情報の可変表示のうち、装飾識別情報の
可変表示に対応しない特定識別情報の可変表示に基づいて前記有利状態に制御されるとき
に、前記報知演出と前記可動体演出とを実行しない、
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　手段Ｃ１の遊技機は、
　遊技者にとって有利な有利状態（大当り遊技状態）に制御可能な遊技機（パチンコ遊技
機１）であって、
　可動体を動作させる可動体演出を実行可能な可動体演出実行手段と、
　第１特定識別情報の可変表示（第１特別図柄の変動表示）と第２特定識別情報の可変表
示（第２特別図柄の変動表示）とを並行して実行可能な特定識別情報可変表示手段（遊技
制御用マイクロコンピュータ１００）と、
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　遊技状態（非ＫＴ状態、ＫＴ状態）に応じて、第１特定識別情報の可変表示（第１特別
図柄の変動表示）及び第２特定識別情報の可変表示（第２特別図柄の変動表示）のいずれ
か一方に対応して装飾識別情報の可変表示（飾り図柄の変動表示）を実行可能な装飾識別
情報可変表示手段（演出制御用ＣＰＵ１２０）と、
　第１特定識別情報の可変表示（第１特別図柄の変動表示）及び第２特定識別情報の可変
表示（第２特別図柄の変動表示）のうち、装飾識別情報の可変表示（飾り図柄の変動表示
）に対応した特定識別情報の可変表示に基づいて前記有利状態（大当り遊技状態）に制御
されるとき（図１０－１４（Ａ１）～（Ａ４）に示すように、飾り図柄に対応する第１特
別図柄の変動表示の表示結果が「大当り」となるとき）に、装飾識別情報の可変表示結果
を報知する報知演出（図１０－１４（Ａ４）に示すように、大当りとなる飾り図柄の組み
合わせ（本例では、「２２２」）を停止表示させる演出）を実行可能な報知演出実行手段
（演出制御用ＣＰＵ１２０）と、を備え、
　第１特定識別情報の可変表示（第１特別図柄の変動表示）及び第２特定識別情報の可変
表示（第２特別図柄の変動表示）のうち、装飾識別情報の可変表示に対応しない特定識別
情報の可変表示に基づいて前記有利状態に制御されるとき（図１０－１４（Ｂ１）～（Ｂ
４）に示すように、飾り図柄に対応しない第２特別図柄の変動表示の表示結果が「大当り
」となるとき）に、前記報知演出と前記可動体演出とを実行しない（図１０－１４（Ｂ１
）に示すように、大当りとなる飾り図柄の組み合わせを停止表示させる演出を実行せずに
、「ＦＥＶＥＲ」の文字を表示することで大当りの発生を報知している）、
　ことを特徴とする遊技機。
　このような構成によれば、装飾識別情報に対応しない特定識別情報の可変表示に基づい
て有利状態に制御されるときには、報知演出を実行しないことによって、いずれの特定識
別情報の可変表示に基づいて有利状態に制御されたかを遊技者が誤認してしまうことを防
ぐことができる。


	header
	written-amendment

